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平成18年５月18日 

 

各      位 

 

会 社 名  株式会社 セキド 

代表者名  代表取締役社長 関戸正実 

（コード番号9878 東証第２部） 

問合せ先  取締役執行役員経理担当 江﨑 武 

（TEL．042－643－6835） 

 

内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ 

 

 当社は、平成18年５月18日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、

下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

当社は「顧客第一」を旨とする基本方針に立ち、これを実践するために当社業務の適正を確保す

るための体制を次のとおり定める。 

 

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) 取締役会は、コンプライアンス基本規程を定め、各取締役が、法令及び定款に適合した職務

の執行を行い、社会的責任を果たし、企業倫理を遵守することを確認します。 

(2) 取締役は、当社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場

合は直ちに監査役に報告し、遅滞無く取締役会に報告します。 

(3) 監査役は当社の法令遵守体制に問題があると認めるときは、取締役会において意見を述べる

とともに、改善策の策定を求めます。 

 

２．従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) 取締役は、従業員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配付等を行

うこと等により、コンプライアンス基本規程の周知を図るとともに、コンプライアンスの知識

を高め、コンプライアンスを尊重する意識を徹底します。 

(2) 取締役会は、執行担当取締役・従業員の職務執行について、組織規程、業務分掌規程、職務

権限規程においてそれぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細を定めます。 

(3) 取締役会は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制とし

て直接通報を行う手段を確保するものとし、その手段の一つとして社外の弁護士を直接の情報

受領者とする内部通報システムを整備し、通報者の保護を確保した内部通報規程に基づきその

運用を行います。 

(4) 内部監査室は、法令・定款・社内規程・各種マニュアル等に基づいた業務処理の遵守状況を
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定期的に監査を行なうとともに内部通報システムが有効に機能しているかを確認し、実行状況

を監視します。 

(5) 監査役は当社の内部通報システムの運用に問題があると認めるときは、取締役会において意

見を述べるとともに、改善策の策定を求めます。 

 

３．取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の経営判断、執行に関する議事録、決裁その他重要な情報は、文書または電磁的媒体(以

下、文書等という)に記録し、適切に管理・保存します。また、取締役及び監査役または必要な関

係者が法に基づいてこれらの文書等を閲覧できる体制を整備します。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 取締役会は、取締役、従業員の職務執行が効率的に行われることを確保するため、組織規

程、業務分掌規程、職務権限規程など、必要な組織運営に関わる規程を定めます。 

(2) 取締役会は、意思決定の迅速化のために、経営会議を必要に応じて開催し、経営課題の検討

を行い取締役会の意思決定を補佐する体制を図ります。 

(3) 取締役会は、ＩＴの適切な利用を通じて業務の効率化を推進します。月次の業績を、ＩＴを

積極的に活用したシステムにより迅速に管理会計としてデーター化し、担当取締役および取締

役会に報告します。取締役会はこの結果のレビューを行い、担当取締役に目標未達の要因の分

析、その要因の排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正します。 

(4) 各事業部門を担当する取締役は、各事業部門が実施すべき具体的な施策を定めるとともに、

効率的な業務遂行体制の改善を図ります。  

 

５．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は業務執行に関わるリスクを個別、具体的に認識し、その把握と個々のリスクについて未

然に回避する体制、および事故発生時にその損失を最小化するための管理体制を整えます。ま

た、リスク管理規程によりリスク管理体制構築および運用を行い、各部門はそれぞれの部門に関

するリスクの管理、運用を実行し、各部門長は、リスクの管理状況を適宜取締役会・監査役会に

報告します。 

 

６．企業集団における業務適正を確保するための体制 

当社は、親会社および子会社から成る企業集団を形成していません。 

 

７．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体

制 

監査役は、内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができます。 

 

８．前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項 

内部監査室の従業員の任命、人事異動、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得ます。 
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９．取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

(1) 取締役及び従業員は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生するおそれがあると

き、取締役及び従業員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべ

きものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告します。 

(2) 取締役会は、監査役が、取締役、従業員、会計監査人と定期または不定期に、協議意見交換

を行う体制を整備します。 

 

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 取締役会は、監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また監査役が内部監査

室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図れる体制を整備します。 

(2) 取締役・従業員は、監査役監査に対する理解を深め、監査役のヒヤリング等の要請に協力

し、監査役監査の実効性を確保します。 

(3) 取締役は、監査役の求めがあるときは、監査役が職務執行上、弁護士・公認会計士・税理士

などの外部専門家との連携を図れる環境を整備します。 

 

以上 


